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市民の皆さんのご意見を募集します
町田市子ども発達支援計画行動計画
（２０２１年度～２０２３年度）～第二期
障害児福祉計画（案）
問子ども発達支援課☎☎７０９・３４５５
　市では、２０１７年度に町田市子ど
も発達支援計画（２０１８年度～２０２０
年度）を策定し、発達に支援が必要な
子どもへの支援体制の充実を図って
きました。
　２０１９年度には、子ども・子育て施
策との一体化を進めるため、「新・町
田市子どもマスタープラン（後期）」
に子ども発達支援計画の基本的な理
念を取り込みました。
　今回、基本的な理念を実現するた
めの具体的な行動内容を示すため、
行動計画（案）をまとめましたのでご
意見を募集します。
【概要】
計画期間２０２１年４月～２０２４年３月
資料の閲覧・配布行動計画（案）は、町
田市ホームページに掲載するほか、
次の窓口で閲覧及び資料の配布を行
っています（各窓口で開所日時が異
なります）。
　子ども発達センター、市政情報課
・広聴課・障がい福祉課（市庁舎１
階）、子ども生活部各課窓口（市庁舎
２階）、子ども創造キャンパスひなた
村、子どもセンター（つるっこ、ぱお、
ただＯＮ、まあち）、各地域子育て相
談センター、大地沢青少年センター、
中央学童保育クラブ、つるっこ学童
保育クラブ、男女平等推進センター
（町田市民フォーラム３階）、各市民
センター、各連絡所、各市立図書館、
町田市民文学館、生涯学習センター、
町田市保健所（中町庁舎）、健康福祉
会館、教育センター、ひかり療育園、
各障がい者支援センター
ご意見の提出方法１月１４日まで（必
着）に、直接、郵送、ＦＡＸ、またはＥメ
ールで子ども発達支援課（〒１９４－
００２１、中町２－１３－１４、返７２６・
０４５４遍ｍｃｉｔｙ４８５０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄ
ａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ（資料を配布している
窓口へ直接提出も可）。
※郵便の場合は、配布資料に添付し

ている専用封筒（料金受取人払郵便）
をご利用いただけます。
（仮称）町田市市民センター等の未来
ビジョン（素案）
問市民総務課☎☎７２４・４３４６
　市民センター等を取り巻く環境
は、今後ますます変化していくこと
が予想されます。そうした社会変化
に対応し、より良い行政サービスが
提供できるよう、将来を見据えた長
期的な視点で市民センター等の機能
の在り方について示す「（仮称）町田
市市民センター等の未来ビジョン」
を策定します。
【概要】
計画期間２０２１年度～２０３９年度
資料の閲覧・配布計画（素案）は、町田
市ホームページに掲載するほか、次
の窓口で閲覧及び資料の配布を行っ
ています（各窓口で開庁日・時間が異
なります）。
　市民総務課（市庁舎２階）、広聴課・
市政情報課（市庁舎１階）、男女平等推
進センター（町田市民フォーラム３
階）、各市民センター、各連絡所、各コ
ミュニティセンター、生涯学習セン
ター、各市立図書館、町田市民文学館
ご意見の提出方法１月１５日まで（必
着）に、直接、ＦＡＸ、またはＥメールで
市民総務課（市庁舎２階、返０５０・
３０８５・６５５１遍ｍｃｉｔｙ４８１０＠ｃｉｔｙ．
ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ（資料を配布
している窓口へ直接提出も可）。

◇
【注意事項】
　書式は自由ですが住所・氏名・連絡
先・件名を明記してください／電話
や窓口での口頭によるご意見は、お
受けできません（合理的配慮として必
要と判断する場合は、この限りでは
ありません）／ご意見への個別回答
は行いません／公序良俗に反するも
の、特定の団体・個人等に対する誹謗
中傷が含まれるものは無効とします
／寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、いずれも
３月ごろに町田市ホームページ及び
資料の閲覧・配布場所で公表します。

忠生公園　マンゲツロウバイが開花しました
問同公園☎☎７９２・１３２６

交通町田バスセンター３番乗り場から、「小山田桜
台」または「下山崎」行きで「忠生公園前」下車
※公共交通機関をご利用ください。

パブリック
コメント
概　要

皆さんのご意見をお寄せください

　市では、２００４年にまちづくりの指針として定めた「基本構想」と２０１２年
度を初年度とする１０年間の町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」に基
づき市政運営を進めていますが、２０２１年度にこれらが計画期間を終えま
す。そこで、誰もが夢を描くことができ、幸せを感じられる未来をつくるため
に基本構想と基本計画を一体化し、「（仮称）まちだ未来づくりビジョン
２０４０」として策定します。今回はその基本計画部分の素案を検討しました。
【概要】
○計画期間　２０２２年度～２０３９年度
○構成　第Ⅳ章（仮称）まちづくり基本目標と（仮称）経営基本方針（計画策
定の基本的な考え方、計画体系等）／第Ⅴ章（仮称）まちづくり基本目標（政
策、施策）／第Ⅵ章（仮称）経営基本方針（基本方針、めざす姿の実現に向けた
改革項目）／第Ⅶ章「（仮称）２０４０なりたい未来」を実現するための横断的
なテーマ（町田市まち・ひと・しごと創生総合戦略等）
②（仮称）第2次町田市一般廃棄物資源化基本計画（案）
� 問環境政策課☎☎７２４・４３７９
　２０１１年４月に策定した「町田市一般廃棄物資源化基本計画」に基づき、持
続可能な循環型社会の形成を目指し、３Ｒの推進、資源化施設等の整備など、
さまざまな施策を進めてきました。計画期間が来年３月に満了となること
に伴い、町田市廃棄物減量等推進審議会は、市長から次期計画である「（仮
称）第２次町田市一般廃棄物資源化基本計画」の策定について諮問を受け審
議を重ねてきました。この度「（仮称）第２次町田市一般廃棄物資源化基本計
画」の素案がまとまりましたので、パブリックコメントを実施します。
【概要】
○計画期間　２０２１年度～２０３０年度
○計画の基本理念　町田市民・事業者・市は、「ごみになるものを作らない・
燃やさない・埋め立てない」を原則として、徹底したごみ減量、資源化を進
め、持続可能で環境負荷の少ない都市を目指します。
○計画の基本方針　（１）市民、事業者との連携を強化し、協働による取り組
みを進めます（２）家庭系ごみの減量を進めます（３）事業系ごみの減量を進
めます（４）環境に配慮した資源化施設を整備し、適正かつ安全な処理に努
めます（５）社会的課題への対応を強化します。
③（仮称）町田市いきいき長寿プラン21-23（町田市高齢者福祉計画・介護保
険事業計画-第８期）（案）� 問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
　団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年、団塊ジュニア世代が高齢者と
なる２０４０年を見据え、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける
ことができるよう、地域包括ケアシステムの深化・推進や、介護保険制度の
安定的な運営に取り組むため、同計画を策定します。
【概要】
○計画期間　２０２１年度～２０２３年度
○基本理念　高齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまち～地
域で支えあい健やかで自分らしさを感じられるまちの実現
○計画の構成　基本理念の実現にむけて、次の８つの基本施策を展開しま
す。（１）地域活躍と生きがい・健康づくりの推進（２）地域ネットワークの充
実（３）日常生活支援の推進（４）認知症とともに生きるまちづくりの推進（５）
在宅療養を支える医療・介護連携の推進（６）家族介護者の支援と高齢者の
権利擁護（７）住まいの選択肢の充実とサービス基盤・人的基盤の整備（８）介
護保険サービスの効率的な提供と品質向上
�
○募集期間　①１月１５日㈮まで②１月１４日㈭まで③１２月１６日㈬～１月１５
日㈮
○資料の閲覧・配布　計画（素案・案）は、町田市ホームページに掲載するほ
か、次の窓口で閲覧及び資料の配布を行っています（各窓口で開所日時が異
なります）。
　市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、男女平等推進センター（町田市民フォー
ラム３階）、各市民センター、各連絡所、生涯学習センター、各市立図書館、町
田市民文学館、①のみ＝企画政策課（市庁舎４階）、②のみ＝環境政策課（市庁
舎７階）、町田リサイクル文化センター、③のみ＝いきいき総務課（市庁舎７
階）、高齢者福祉課（市庁舎１階）、各高齢者支援センター、各ふれあい館、各あ
んしん相談室（成瀬を除く）
○意見等の提出方法　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または各担当課ほか、資料を配
布している窓口へ直接提出してください。郵便の場合は配布資料に添付し
ている専用封筒（料金受取人払郵便）をご利用いただけます。
○担当課　①企画政策課（返０５０・３０８５・３０８２遍ｍｃｉｔｙ４７８０@ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）②環境政策課（返０５０・３１６０・２７５８遍ｍｃｉｔｙ４７７０@ｃｉｔｙ．ｍａ
ｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）③いきいき総務課（返０５０・３１０１・４３１５遍ｍｃｉｔｙ４８２０@
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
○送付先　〒１９４-８５２０　森野２-２-２２

―注意事項―

①（仮称）まちだ未来づくりビジョン2０４０（基本計画素案）
� 問企画政策課☎☎７２４・２１０３

○書式は自由ですが、住所・氏名・連
絡先・件名を明記してください。
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません（合理的配慮と
して必要と判断する場合は、この限
りではありません）。
○ご意見への個別回答は行いません。
○公序良俗に反するもの、特定の団

体・個人等に対する誹
ひ

謗
ぼう

中傷が含ま
れるものは無効とします。
○寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、いずれも
①４月ごろ②③３月ごろに町田市ホ
ームページ及び上記資料配布場所で
公表します。

パブリック
コメント
予　告

　１月５日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実施を
予定しています。

市では条例・計画などの策定を進めるに
当たり、市民の皆さんにご意見を伺います

案　件　名 町田市地域防災計画（２０２０年度修正案）

募集期間 １月５日㈫～２月３日㈬

案の公表
方法

・本紙１月１日号に概要を掲載
〈１月５日以降〉
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便　・ＦＡＸ　・Ｅメール
・防災課（市庁舎３階）ほか、指定の窓口への提出

担　当　課 防災課☎☎７２４・３２１８


